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私は、この 4月から一般内科、総合

診療を担当させていただくことになりました
敦賀と申すものです。これまで、内科、家
庭医療を中心に診療を行ってきました。
『家庭医療』とは、診療を行っている地域
について知り、その地域の人々の抱えてい
る幅広い様々な病気について、まずは診
療を行い、自ら診療が可能なものは診療
を行い、必要に応じて適切な専門医に
紹介する医療のことです。その患者さまの
対象は幅広く、家庭内においてはすべて
の家族を診療の対象としており、子供か
ら高齢者まで、男性でも女性でも幅広く
診療を行うことを基本としております。今
後、『家庭医療』は地域の医療を行う上
で、重要な役割を果たすことが期待され
ています。 

私は、もともと、様々な大学の研究室で
基礎医学の研究を行ってきました。研究
内容としましては、前立腺癌を中心とす
る癌の研究からはじまり、脂肪細胞の研
究、関節リウマチの研究など様々な研究
を行ってきました。基礎医学の研究は、
将来的には数多くの患者さんを救うことに 
つながる大変やりがいのある仕事ですが、
研究を行ううちに、自分の目の前にいる
患者さんの役に立ちたいと考えるようにな
りました。ちょうど時期を同じくして、自分
の家族が病気になったことをきっかけに、ヘ
ルパーの資格も取得して、その介護にも
関わりました。その過程で患者さまや家
族の気持ち、治療や介護の問題点など
多くを学んだことが患者さんの診療を行う
臨床医学をしたいと思ったきっかけでした。 
臨床医学への道を進みはじめて、あらた
めて思ったことは、診療を行う場合には単
に医学的知識だけではなく、様々な幅広
い知識や能力が必要とされることでした。
とりわけ、よりよい診療をおこなうためには
患者さまや家族の思いを知り、信頼関係
を構築することが重要であることを強く認
識しました。 
このようなことから、私が理想とする医師
の姿として、地域医療に貢献できる『家
庭医』を目指すこととしました。地域にお

いて医療の最前線で必要とされる医師は、
プライマリーケアに精通している『総合診
療医』であり、かつ、その地域の人々、そ
の地域についてよく知っている『家庭医』で
あると考えたことが、『家庭医』を目指した
動機です。『家庭医』として、家族のすべ
ての構成員、子供から高齢者まで、男性
でも女性でも幅広く診療できる能力を身
につけた医師が私の考える理想の医師
像です。そのために救急にも対応でき、内
科を基本に小児科、皮膚科、整形外科
などもある程度は診療できる『総合診療
医』を目指して研鑽を積んできました。 
将来の展望については、これまでにお

話したように、地域において診療に従事し、
どのような疾患であっても、まずは診察を
行い、その疾患の重篤性や緊急性を判
断し、正しい診断をつけ、可能な限り多く
の疾患についての治療を行っていきたいと
思います。また訪問診療にも目を向け、
地域の行政機関をはじめ関係諸機関と
の連携を強化し、健康に関する啓蒙活
動に力を入れて、予防医療活動にも取り
組みたいと思います。そして、医学・医療
だけにとどまらず、幅広く様々な分野につ
いて勉強を続け、それらを生かして地域の
人々の健康、ひいては幸福の維持・増
進に関わっていければと思っております。 

 
旭川医科大学平成 21年 3月卒業 

平成 21年 4月 旭川医療センター 

平成 23年 4月 江別市立病院 

平成 24年 4月 札幌徳洲会病院 

平成 25年 4月 札幌北区ぽぷらクリニック 
   

・日本内科学会認定内科医   

･産業医科大学認定産業医   

･ACLS-EP プロバイダー 

・医学博士 

 

 
 

敦賀医長が着任しました 
［記事提供］医長 敦賀 弘道 
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診療報酬とは 
 

 診療報酬とは、健康保険で医療を受け

た場合の医療行為が点数によって現されて

いる値段のことです。国の方針や施策によ

って 2年に１度、医療行為やお薬の点数

などが見直されるのが診療報酬改定です。

今年はその年で、平成 24年に出された

「社会保障と税の一体改革」に沿って、

2025年に向けた改正が行われました。

2025年とは、高齢化が進み“団塊の世

代”と称されている年代の方々が高齢者と

なり、社会保障や医療保障がピークを迎え

ると言われる年です。これまでの現役世代

9人で 65歳以上の高齢者 1人を支える

“胴上げ”社会から、3人で 1人を支える

“騎馬戦”、1人で 1人を支える“肩車”体

制になると言われている将来像を見据えて

たてられたのがこの「社会保障と税の一体

改革」という政策です。 

診療報酬改定には毎回目標となる大き

な柱が決められていて、今回のテーマは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
「医療機関の機能分化・強化と連携、在宅
医療の充実等」です。 

これからの高齢化社会をどの世代も安

心して迎えられるように、医療では、救急病

院やその後の治療を受け持つ病院、また療

養する病院と機能を明確にし、また、医療

と介護が連携して、住み慣れた家での療養

も安心して続けられることを目標としていま

す。 
 
 
 
 

Ā 消費税増税について 
 

消費税の増税も前述した政策のひとつ

で 4月には 8％に、来年の 10月には

10％にあがる見込みですが、増税分は社

会保障に充てられることになっています。 

今回の改定では、消費税増税の対応と

して主に初診料や再診料が少し上がりまし

た。しかし、お薬や検査などの点数は全体

的に下がりましたので、気になる窓口での負

担はそれほど変わらないのではないかと思い

ます。また、70歳から 74歳の医療費自

己負担額（病院窓口で支払う金額）は、

本来 2割のところを“特例措置”により 1

割に据え置かれていましたが、平成 26年

4月 1日以降に新たに 70歳になるかた

は 4月から 2割負担になります。これまで

1割負担のかたは引き続き負担金は変わ

りません。 

 2020年には東京オリンピックが開催され

ますし、安心で明るい日本になっていて欲し

いものですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一階待合室に自動血圧計を設置しまし

た。外来患者さまはもちろんお見舞いの方

などどなたでもご自由に測定できます。 

外来の定期受診の方は測定後、プリントさ

れた用紙を看護師へ渡していただくことで処

置室での測定を省略できます。 

ぜひご自身の健康管理にお役立てください。 

また、測定値が高いなど気になることがある

方はお気軽に外来看護師までお知らせくだ

さい。 
 

消費税率改定に伴う料金のお知らせ 

平成 26 年 4 月 1 日からの消費税

率改定にともない、紙オムツ・日用品レ

ンタル・文書料などの保険外給付(自

費)料金にかかる消費税率は 8%が適

用されます。また、診療費領収書の消

費税を外税表示に変更しますのでご

了承下さい。ご不明な点は、窓口へお

尋ね下さい。 
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平成 26年度診療報酬改定について 

 [記事提供] 医事課長 佐藤幸子 
 
 

＊自動血圧計設置しました！！ 

北海道新聞より抜粋 


